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コロナ禍における物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業に係る 

事業実績報告について(依頼) 

 

平素は、本市の障害福祉行政の推進にご尽力いただき、厚くお礼申し上げます。 

昨年７月および 11 月より申請受付しておりました見出しの件について、事前にお知らせ

しておりました通り、給付金が物価高騰対策のために支出されたこと確認するため、下記の

通り事業実績報告をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 実績報告の方法 

・Web上の実績報告フォームに必要事項を入力して送信（書面による報告も可能） 

 

入所・通所系  ：https://forms.office.com/r/0hGxV4uLCm 

訪問系    ：https://forms.office.com/r/KMDjGtztNA 

地域生活支援事業※ ：https://forms.office.com/r/GaUgMc6EJt 

 ※補装具事業者、訪問入浴サービス、地域活動支援センター、日中一時支援、福祉ホーム 

   【備考】 

・作業時間は３～５分です。 

・URLの入力が難しい場合、神戸市ホームページで次の順に進んでください。 

ホーム > ビジネス > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 国・県・市からの通知 > コロナ

禍における物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業 

・書面報告を希望される場合、下記の問い合わせ先にメールでご連絡ください。 

 

２ 対象事業所 

・今回の給付金を給付された全ての事業所 

（令和４年度の途中に事業を休止・廃止した事業所を含む） 

・給付を受けた全ての事業所番号・サービス種別ごとに報告が必要です。 

 

３ 報告期限 

  ・令和５年４月 10日（月曜） 

    

４ 注意事項 

・給付金の全額を給付対象経費（光熱水費・食材費・消耗品費）に充てなかった場合、余った給付金

の返金が必要です（返金額＝給付金－給付対象経費）。 

・返金対象の事業所については、実績報告後、神戸市から個別に連絡します。 

 

https://forms.office.com/r/0hGxV4uLCm
https://forms.office.com/r/KMDjGtztNA
https://forms.office.com/r/GaUgMc6EJt


・給付金の使途が確認できる書類（光熱水費や消耗品費等の領収書等）を提出する必要はありませ

んが、令和９年度末（2027年度末）まで事業所内で保管してください。 

 

５  問い合わせ先 

神戸市 福祉局 障害者支援課（物価高騰支援担当） 

 TEL：080-7490-5140（4/10まで）または 078-322-5231 

E-mail：syogaishien_bukka@office.city.kobe.lg.jp 

※お問い合わせの際は、「事業所名」「サービス種別」「連絡先」を記載し、メールでお願いい

たします。 


